
令和7年度名古屋市教育委員会意見第9号 

 

 

 

令和7年度一般会計補正予算について 

 

 

令和7年度名古屋市一般会計補正予算案のうち教育に関する事務に係る部分

については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31 年法律第 162  

号）第29 条の規定により教育委員会の意見を求められますので、別紙の説明資

料を提出します。 

 

 

 

 

 

（令和８年２月６日提出 総務部企画経理課） 



 

 

令和７年度２月補正予算の概要（教育委員会） 
 

件  名 金  額 概       要 

 

給食喫食数管理

システムの整備 

千円 

35,000 

<繰越明許費> 

35,000 

 

 

(1)  趣 旨 

  学校給食における喫食状況を管理するシ

ステムを整備するもの。 

(2)  内 容 

  システム導入経費 

(3)  繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの。 

 

 

 

 

 

 

校舎等のリニュ

ーアル改修 

 

 

 

 

 

千円 

12,539,025 

<繰越明許費> 

12,539,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  趣 旨 

国の令和 7年度補正予算に伴い、老朽化 

した校舎等についてのリニューアル改修を 

実施するもの。 

(2)  内 容 

ア 改修内容 

外壁改修、屋上防水、内装改修、 

トイレ改修等 

イ 実施校 

工事 小学校11校 中学校 7校 

高等学校 1 校 

特別支援学校 1 校 

設計 小学校 11校 中学校 6校 

      高等学校 1 校 

仮設校舎解体 幼稚園 1園 

(3)  繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの。 
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件  名 金  額 概       要 

 

校舎等の保全改

修・設備改修 

 

千円 

3,358,151 

<繰越明許費> 

3,358,151 

 

(1)  趣 旨 

国の令和 7年度補正予算に伴い、老朽化 

した校舎等についての保全改修・設備改修 

を実施するもの。 

(2)  内 容 

ア 改修内容 

外壁改修、屋上防水、トイレ改修等 

イ 実施校 

工事 小学校 5校 中学校 4校 

高等学校 2校 

設計 小学校 4校 中学校 4校 

       高等学校 1校 

(3)  繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの。 

 

 

 

 

 

小学校統合校の

整備 

千円 

2,216,285 

<繰越明許費> 

2,216,285 

 

 

(1)  趣 旨 

国の令和 7年度補正予算に伴い、望まし

い学校規模を確保するための小学校統合に

伴う整備を実施するもの。 

 

(2)  内 容 

  丸の内小学校（中区） 

  稲永小学校（港区）（令和 9年度よりあ

おなみ小学校） 

(3)  繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、所

要額を翌年度に繰越すもの。 
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件  名 金  額 概       要 

 

体育館空調設備

の整備 

千円 

3,440,172 

<繰越明許費> 

3,440,172 

 

 

(1)  趣 旨 

国の令和 7年度補正予算に伴い、教育環 

境の改善及び災害時における避難所として 

の環境改善を図るため、空調設備の整備を 

実施するもの。 

(2)  内 容 

   工事 小学校52校 

   設計 小学校52 校 

(3)  繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの。 

 

 

 

 

 

 

 

給食調理場等空

調設備の整備 

千円 

2,376,580 

<繰越明許費> 

2,376,580 

 

 

(1)  趣 旨 

国の令和 7年度補正予算に伴い、給食調

理場等の環境改善を図るため、空調設備の

整備を実施するもの。 

(2)  内 容 

  ア 体育館空調と合わせて整備 

     工事   小学校43校 

    実施設計 小学校41校 

    基本設計 小学校48校 

  イ 設計施工一括で単独整備 

    設計・工事 小学校14校 

(3)  繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの。 
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件  名 金  額 概       要 

 

指定避難所給排

水機能の確保 

 

千円 

566,234 

<繰越明許費> 

566,234 

 

 

(1)  趣 旨 

国の令和 7年度補正予算に伴い、指定避 

難所である小・中学校における、震災時の 

給排水機能確保に向けた埋設給排水管の改 

修を実施するもの。 

(2)  内 容 

   工事 小学校11校 中学校 1校 

   設計 小学校 7校 中学校 5校 

(3)  繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全 

額を翌年度に繰越すもの。 

 

 

 

 

学校施設のバリ

アフリー化 

 

千円 

443,400 

<繰越明許費> 

443,400 

 

(1)  趣 旨 

国の令和 7年度補正予算に伴い、障害の 

ある子どもの教育環境改善や避難所機能強 

化のため、学校施設のバリアフリー化を実 

施するもの。 

(2)  内 容 

ア エレベーターの整備 

     設置可能性調査 小学校 4校 

             中学校 2校 

     工事      中学校 2校 

     設計      小学校 1校 

                       中学校 2校 

イ 階段昇降機の整備 

     設計・工事      小学校 1校 

(3)  繰越明許費 

年度内に整備が完了しないことから、全

額を翌年度に繰越すもの。 
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件  名 金  額 概       要 

 

橘小学校等複合

化整備事業 

 

 

 

千円 

－ 

<繰越明許費> 

168,042 

 

(1)  趣 旨 

  令和７年度の設計業務のうち、実施設計

分について繰り越すもの。 

(2)  内 容 

  小学校      125,346千円 

  生涯学習センター   42,696千円 

(3)  繰越明許費 

年度内に完了しない部分について、所要

額を翌年度に繰越すもの。 

 

 

 

千種区役所等複

合庁舎内図書館

の整備 

 

千円 

－ 

<債務負担行為> 

補正前    

446,000 

補正後    

303,000 

 

(1)  趣 旨 

契約に基づき、賃金や物価の変動等に伴

い契約金額を増額するため、債務負担行為

を設定するもの。 
(2) 債務負担行為 

  変更前 

  期間  6～10 年度 

  限度額 446,000 千円 

 

  変更後 

  期間  8～10 年度 

  限度額 303,000 千円 

 

 

財源更正 

千円 

― 

国庫   

1,458,000 

一般財源 

△1,458,000  

 

(1)  趣 旨 

国の重点支援地方交付金の活用に伴う財

源更正を行うもの。 

(2)  内 容 

国庫交付金を学校給食費に係る物価高騰対

応支援へ充当し、一般財源を減額 
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令和７年度予算（教育委員会所管分）について

（単位：千円）

計上額

201,755,435 ①

264,000 ②

185,251 ③

■11月補正予算 3,907,062 ④

■２月補正予算 24,974,847 ⑤

給食喫食数管理システムの整備 35,000

校舎等のリニューアル改修 12,539,025

校舎等の保全改修・設備改修 3,358,151

小学校統合校の整備 2,216,285

体育館空調設備の整備 3,440,172

給食調理場等空調設備の整備 2,376,580

指定避難所給排水機能の確保 566,234

学校施設のバリアフリー化 443,400

231,086,595

区　　分

■当初予算

■９月補正予算

２月補正後の現計予算（①＋②＋③＋④＋⑤）

■６月補正予算
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